
令和７年度滋賀県野洲市職員上級 

（精神保健福祉士職（経験者））採用試験について 

 

令和７年度滋賀県野洲市職員上級（精神保健福祉士職（経験者））採用試験を 

次のとおり行います。 

 

令和７年７月１日 

                    野洲市長 櫻 本 直 樹 

 

１  試験区分及び採用予定人員 

 

試 験 区 分 採用予定人員 

精神保健福祉士職 

（経験者） 
１人程度 

 

２  受験資格 

   平成２年４月２日以降に生まれた者で、精神保健福祉士の免許を有し、かつ 

精神保健福祉士として社会人経験（精神障がい者の相談、指導、助言等の実務経 

験）が令和７年４月 1日で２年以上ある者。学歴・性別は問いません。 

ただし、次のいずれかに該当する者は、受験できません。 

      ア  成年被後見人又は被保佐人 

      イ  禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける 

        ことがなくなるまでの者  

      ウ  野洲市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過し 

        ない者 

      エ  日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政 

        府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれ 

        に加入した者 

○日本国籍を有しない者も受験できます。ただし、採用時に当該職務に従事可能 

 な在留資格がない場合には採用されません。また、日本国籍を有しない者は 

 「公権力の行使」又は、「公の意思の形成への参画」に携わる職のうち、職務 

の内容又は権限が統治作用と関わる程度が強いもの以外の職に任用されます。 

 



３  第１次試験 

筆記試験  社会人基礎試験を次により行います。 

   ア 試験日  令和７年８月３日（日） 

   イ 場 所  野洲市小篠原２１００番地１ 

          野洲市役所 ３階 第１委員会室 

  （都合により試験日・場所が変更となる場合があります。変更となった場合は、 

受験申込者あて通知します。） 

   ウ 方 法 

    ○社会人基礎試験 １０：００～１１:３０ 

 職務を遂行する上で必要となる基礎的な知的能力と適応性について活字印

刷による筆記試験を行います。 

    なお、出題分野は、別表のとおりです。 

 別    表 

試 験 区 分 出        題        分        野 

社会人 

基礎試験 

⚫ 職務基礎力試験（６０分） 

社会的関心と理解について問う分野、言語的な能力

を問う分野、論理的な思考力を問う分野の３分野 

●  職務適応性検査（２０分） 

 

４  第１次試験の結果発表 

      令和７年８月中旬から下旬頃に、野洲市役所庁舎前の掲示板及び野洲市ホーム 

ページに合格者の受験番号を発表するほか、第１次試験受験者全員に合否を通知 

します。 

 

５ 第２次試験 

  (1)  試験日および試験場所 

     ア 令和７年８月下旬に行います。日時、場所等は第１次試験の合格者に通 

知します。 

  (2)  方  法（都合により一部変更する場合があります。） 

     ア  専門試験（配点 ５０点） 

          精神保健福祉士として必要な専門知識、見識について論述式による試験を 

行います。 

     イ  口述試験（配点 ５０点） 

          人物についての面接による試験を行います。 

 



６  最終合格者発表 

       第２次試験の結果に基づいて合否を決定の上、令和７年９月初旬から中旬頃 

に野洲市役所庁舎前の掲示板及び野洲市ホームページに合格者の受験番号を発 

表するほか、第２次試験受験者全員に合否を通知します。 

 

７  採用及び給与 

  (1)  最終合格者に対しては、後日採用に関して通知します。 

 (2) 採用日は、令和７年４月１日です。 

    ただし、採用内定後勤務できる方については、相談の上、採用を早める場合が 

あります。 

  (2)  給料は、野洲市条例に基づいて支給されますが、およそ２２０，０００円です。 

      また、経歴に応じて、上記の額に一定の額が加算されます。 

このほか、地域手当、扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給され 

ます。 

       なお、上記の額は、令和７年４月１日現在のものです。 

 

８  受験手続及び受付期間 

  (1)  受験手続 

ア 採用試験の受験申込については、野洲市ホームページ内の職員採用ページ

の申込フォームから申し込みを行ってください。株式会社グラファーが提

供する電子申請システム「スマート申請システム」を使用して受け付けま

す。 

   イ 郵送及び窓口での申込受付は行っておりませんのご注意ください。 

   ウ その他、申込手続きや申込方法については、野洲市ホームページ上の「試

験申込時の手続き」を確認してください。申込手続きにおいて不備などの

理由で手続きが完了しない場合は、受験できなくなることがあります。受

験できない場合、本市は責任を負うことができません。 

 

(2)  受付期間  

  令和７年７月１日（火）から令和７年７月１８日（金）まで 

  （受付期間中は２４時間申込を受け付けますが、システム保守等で利用できな

い場合があります。また、受付終了期間前はシステムが込み合う恐れがありま

すので、時間的に余裕を持って申し込みをしてください）。 

 


